〇〇〇管理規程

〇〇〇組合

（目的）
第１条 〇〇〇〇組合が、〇〇〇を図るため導入する〇〇〇機の維持管理について必要な事項を定め、善良な管理を行うことを目的とする

（機器）
第２条 この規程により管理する〇〇〇機は令和 ○ 年度松川町農業機械等導入支援事業により導入した〇〇〇機とする

（機器の利用）
第３条 利用者は機器の利用目的以外には利用しないこととする

（機器の保管場所）
第４条 機器の保管場所は長野県下伊那郡松川町〇〇〇とする

（機器の維持管理）
第５条 この機器管理、その他必要な一切の経費は利用者の負担とする
この機器の効率運営に努めるとともに、常に良好な状態に整備しておかなければならない

（減失、損失、補償金当）
第６条 利用者は機器の減失又は、損失があった場合は、直ちにその旨を組合長に報告し、事故の経費を持ってこれを補償し、又は、修理しなければならない

（利用者の賠償責任）
第７条 利用者が機器の原因により、第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、一切利用者が負うものとする

 附則 この規程は令和 〇 年 〇 月 〇 日より施行する
